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一宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所入所児童取扱要領（一部抜粋） 

（別表 1）一宮市保育所入所認定基準 

区分 保護者の状況 基準指数 

居
宅
外
・
居
宅
内
労
働

外勤 

自営（居宅外、居宅内）

中心者 

農業中心者 

※通学は外勤に準ず

る  

月１６０時間以上 10 

月１４０時間以上 9 

月１２０時間以上 8 

月１００時間以上 7 

月８０時間以上 6 

月７０時間以上 5 

月６０時間以上 4 

自営（居宅外、居宅内）

協力者 

農業協力者 

月１２０時間以上 7 

月１０５時間以上 6 

月９０時間以上 5 

月７５時間以上 4 

月６０時間以上 3 

内職 
月１４０時間以上 4 

月６０時間以上 3 

出産 産前 3か月 産後 2か月 8 

疾
病･
障
害

入院 概ね 1か月以上 10 

自宅療養 

常時臥床（概ね 1か月以上） 10 

一般療養 
週 3日以上の通院を伴い、加療を要する 6 

安静加療を要する 5 

障害 

1、2級または A、B判定程度 10 

3 級または C判定程度 6 

上記以外で必要とする場合 5 

看
護
・
介
護

入院・通院 

付添 

月１４０時間以上（重度心身障害者等） 8 

月８０時間以上 6 

月８０時間未満 4 

居宅内介護 
全介護を必要とする場合 7 

一部介護を必要とする場合 5 

その他 上記以外で必要とする場合 3 

災害 災害の復旧にあたっている 10 

その他 

学生（通信制大学等）※但し通学を除く 3 

育児休業取得中 1 

就労予定（求職中） 1 
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備考 

1．保護者（父・母）それぞれにつき基準指数を算定し、合算した世帯の指数で決定する。 

2．虐待やＤＶのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合について、世帯の指数を 40点とする。 

3.ひとり親世帯（父または母のいずれかを、生計が一ではないと認定した場合のみ）について、世帯の指数に 15点を加

点する。 

4．希望する保育所に兄弟姉妹が在園している場合、世帯の指数に 3点を加点する。 

5．多胎児が入所を希望する場合、世帯の指数に 2点を加点する。 

6．入園時点で 18歳未満の子が3人以上いる世帯で、3番目以降の児童が入園する場合は、世帯の指数に 1点を加点す

る。 

7.出産予定月とその前月については、母の基準指数を 10点とする。 

8．市内の保育園や認定こども園、地域型保育事業所で保育士、保育教諭として就労する場合は上記に加えて基準指数に

6点を加点する。 前記施設で保育士、保育教諭として就労予定で求職中の場合はその保護者の基準指数を 10点とする。 

9. 就労状況等については、証明書に記載された過去 3か月の実績、及び入所日以降の状況に基づき決定する。 

10．在宅勤務をする場合については、外勤の基準指数を基本とするが、家庭の状況に応じて自宅で保育が行いやすい場

合などは減点して決定する。 

11.地域型保育事業所の卒園児（従業員枠は除く）が連携施設である公立保育所を希望した場合は、優先的に入所できる

よう配慮する。 

12.4 月入所に限り、希望する保育所に兄弟姉妹が在園している場合、優先的に入所できるよう配慮する。 

13.希望する保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる場合について、世帯の指数を 1点とする。 

14.前各号に類する状態と一宮市長が認める場合、基準指数を別途定める。 

※入所希望者が定員を超過した場合、保護者の基準指数の合計が大きい者から優先する。 

基準指数において並んだ場合のみ、以下の選考指数を考慮して選考を行う。 

就
労
等
の
状
況

単身赴任 +2 

保護者が夜勤を伴う変則勤務 +1 

保護者が一宮市内の保育園、認定こども園、地域型保育事業所で勤務する保育士、保育教諭で

ある（就労予定求職中も含む） 
+5 

産休・育休明けで入所（自営中心者を含む） +2 

出産予定月とその前月の入所 +3 

居宅内自営で店舗を構えていない -1 

世
帯
の
状
況

転居に伴う転園（市外からの転居を含む） +2 

兄弟で同一の保育所を希望する（転園含む） +3 

多胎児が入所を希望する場合 +2 

虐待やＤＶのおそれがある場合など、社会的養護が必要 +10 

ひとり親世帯 +10 

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い +4 

生活保護世帯（就労による自立支援） +3 

入所児童が 10(5)①～④に該当する場合 +1 

祖父母など親族の助けがある -1 
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施設の設置者（公立を除く）が保育の必要性を認める場合 +5 

その他、一宮市長が保育の必要性を認める場合 +10 

Ⅰ 基準指数、選考指数で並んだ場合は以下の順に考慮して選考を行う。 

① 災害 ②居宅外労働 ③疾病・障害 ④介護 ⑤居宅内労働 ⑥出産 ⑦就学 ⑧育児休業中⑨求職中 

Ⅱ Ⅰの②または⑤について並んだ場合、勤務実績等、過去の実績があるものを優先する。 

Ⅲ Ⅱでさらに並んだ場合、待機期間について長い世帯を優先する。 

Ⅳ Ⅲでさらに並んだ場合、希望園の順番、送迎手段・勤務地・勤務形態等について総合的に判断し決定する。 


